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みよし未来塾利用者 様 

 

みよし市教育委員会 学校教育課長   

 

風水害等発生時におけるみよし未来塾の開所状況について（通知） 

 

日ごろは本市教育行政に御理解御協力をいただき厚く御礼申し上げます。 

風水害等発生時において、みよし未来塾の開所は下記の通りといたします。 

 

１ 開所前に暴風警報等が発令された場合 

午前１１時時点で暴風警報等が発令中の場合、未来塾は中止とします。なお、

中止のご連絡は、みよし市ホームページ「令和５（２０２３）年 みよし未来

塾（夏季）の実施について」で発表いたします。 

 

２ 開所後に暴風警報等が発令された場合 

  学習を中止し、速やかに帰宅とします。申込時にご記入いただきましたご連

絡先にお電話いたします。生徒のお迎えをお願いします。 

 

３ その他 

  暴風警報等が発令されていない場合でも、危険性が高いと思われる場合は、

終了時間前でも学習活動を中止いたします。 

 

＜参考＞ 

みよし市ホームページ「令和５（２０２３）年 みよし未来塾（夏季）の実施について」 

QRコード⇒ 

 

 

 

 

担 当 みよし市教育委員会学校教育課 

電 話 ０５６１－３２－８０２８ 

ﾌｧｸｼﾐﾘ ０５６１－３４－４３７９ 

電子メール kyouiku@city.aichi-miyoshi.lg.jp 


